
1　地域別最低賃金一覧（47都道府県）

最低賃金額 引上げ額 発効年月日

北海道 1,010円 50円 令和6年10月1日

青 森 953円 55円 令和6年10月5日

岩 手 952円 59円 令和6年10月27日

宮 城 973円 50円 令和6年10月1日

秋 田 951円 54円 令和6年10月1日

山 形 955円 55円 令和6年10月19日

福 島 955円 55円 令和6年10月5日

茨 城 1,005円 52円 令和6年10月1日

栃 木 1,004円 50円 令和6年10月1日

群 馬 985円 50円 令和6年10月4日

埼 玉 1,078円 50円 令和6年10月1日

千 葉 1,076円 50円 令和6年10月1日

東 京 1,163円 50円 令和6年10月1日

神奈川 1,162円 50円 令和6年10月1日

新 潟 985円 54円 令和6年10月1日

富 山 998円 50円 令和6年10月1日

石 川 984円 51円 令和6年10月5日

福 井 984円 53円 令和6年10月5日

山 梨 988円 50円 令和6年10月1日

長 野 998円 50円 令和6年10月1日

岐 阜 1,001円 51円 令和6年10月1日

静 岡 1,034円 50円 令和6年10月1日

愛 知 1,077円 50円 令和6年10月1日

三 重 1,023円 50円 令和6年10月1日

滋 賀 1,017円 50円 令和6年10月1日

京 都 1,058円 50円 令和6年10月1日

大 阪 1,114円 50円 令和6年10月1日

兵 庫 1,052円 51円 令和6年10月1日

奈 良 986円 50円 令和6年10月1日

和歌山 980円 51円 令和6年10月1日

鳥 取 957円 57円 令和6年10月5日

島 根 962円 58円 令和6年10月12日

岡 山 982円 50円 令和6年10月2日

広 島 1,020円 50円 令和6年10月1日

山 口 979円 51円 令和6年10月1日

徳 島 980円 84円 令和6年11月1日

香 川 970円 52円 令和6年10月2日

愛 媛 956円 59円 令和6年10月13日

高 知 952円 55円 令和6年10月9日

福 岡 992円 51円 令和6年10月5日

佐 賀 956円 56円 令和6年10月17日

長 崎 953円 55円 令和6年10月12日

熊 本 952円 54円 令和6年10月5日

大 分 954円 55円 令和6年10月5日

宮 崎 952円 55円 令和6年10月5日

鹿児島 953円 56円 令和6年10月5日

沖 縄 952円 56円 令和6年10月9日

全国加重平均
額　/計

1,055円 51円

 資料出所：厚生労働省　地域別最低賃金の全国一覧　　

※「適用使用者数、適用労働者数」については、労働調査会「 最低賃金決定要覧」～令和７年度版～ 

 より、令和３年経済センサス-活動調査等に基づき推計した数字である。

35,874人 422,600人

34,771人 393,800人

3,714,374人 52,454,200人

50,929人 583,100人

43,670人 521,200人

41,041人 465,600人

53,067人 639,900人

158,783人 2,096,400人

25,733人 322,900人

42,137人 496,200人

22,423人 241,400人

22,600人 265,100人

31,809人 385,000人

88,571人 1,172,800人

41,106人 516,400人

23,503人 264,300人

56,954人 752,000人

29,840人 327,100人

17,737人 206,900人

143,111人 2,012,200人

30,820人 394,200人

76,298人 1,025,000人

277,523人 4,100,800人

51,893人 721,700人

37,887人 563,500人

114,970人 1,560,000人

223,585人 3,499,800人

68,416人 819,900人

63,804人 775,900人

27,329人 326,400人

27,211人 320,600人

34,678人 454,100人

39,205人 482,400人

209,050人 3,239,800人

72,560人 893,900人

135,572人 1,974,700人

468,516人 8,873,600人

167,219人 2,358,700人

78,185人 1,120,100人

56,190人 778,500人

58,044人 711,600人

30,631人 352,500人

59,044人 798,900人

※適用使用者数 ※適用労働者数

158,604人 1,958,900人

34,858人 409,600人

71,275人 941,000人

38,607人 446,200人

38,741人 467,000人

宮 崎 県 と 全 国 の 最 低 賃 金
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2　地域別最低賃金の年次別推移（47都道府県）

北海道 835円 25円 861円 26円 861円 － 889円 28円 920円 31円 960円 40円 1,010円 50円

青 森 762円 24円 790円 28円 793円 3円 822円 29円 853円 31円 898円 45円 953円 55円

岩 手 762円 24円 790円 28円 793円 3円 821円 28円 854円 33円 893円 39円 952円 59円

宮 城 798円 26円 824円 26円 825円 1円 853円 28円 883円 30円 923円 40円 973円 50円

秋 田 762円 24円 790円 28円 792円 2円 822円 30円 853円 31円 897円 44円 951円 54円

山 形 763円 24円 790円 27円 793円 3円 822円 29円 854円 32円 900円 46円 955円 55円

福 島 772円 24円 798円 26円 800円 2円 828円 28円 858円 30円 900円 42円 955円 55円

茨 城 822円 26円 849円 27円 851円 2円 879円 28円 911円 32円 953円 42円 1,005円 52円

栃 木 826円 26円 853円 27円 854円 1円 882円 28円 913円 31円 954円 41円 1,004円 50円

群 馬 809円 26円 835円 26円 837円 2円 865円 28円 895円 30円 935円 40円 985円 50円

埼 玉 898円 27円 926円 28円 928円 2円 956円 28円 987円 31円 1,028円 41円 1,078円 50円

千 葉 895円 27円 923円 28円 925円 2円 953円 28円 984円 31円 1,026円 42円 1,076円 50円

東 京 985円 27円 1,013円 28円 1,013円 － 1,041円 28円 1,072円 31円 1,113円 41円 1,163円 50円

神奈川 983円 27円 1,011円 28円 1,012円 1円 1,040円 28円 1,071円 31円 1,112円 41円 1,162円 50円

新 潟 803円 25円 830円 27円 831円 1円 859円 28円 890円 31円 931円 41円 985円 54円

富 山 821円 26円 848円 27円 849円 1円 877円 28円 908円 31円 948円 40円 998円 50円

石 川 806円 25円 832円 26円 833円 1円 861円 28円 891円 30円 933円 42円 984円 51円

福 井 803円 25円 829円 26円 830円 1円 858円 28円 888円 30円 931円 43円 984円 53円

山 梨 810円 26円 837円 27円 838円 1円 866円 28円 898円 32円 938円 40円 988円 50円

長 野 821円 26円 848円 27円 849円 1円 877円 28円 908円 31円 948円 40円 998円 50円

岐 阜 825円 25円 851円 26円 852円 1円 880円 28円 910円 30円 950円 40円 1,001円 51円

静 岡 858円 26円 885円 27円 885円 － 913円 28円 944円 31円 984円 40円 1,034円 50円

愛 知 898円 27円 926円 28円 927円 1円 955円 28円 986円 31円 1,027円 41円 1,077円 50円

三 重 846円 26円 873円 27円 874円 1円 902円 28円 933円 31円 973円 40円 1,023円 50円

滋 賀 839円 26円 866円 27円 868円 2円 896円 28円 927円 31円 967円 40円 1,017円 50円

京 都 882円 26円 909円 27円 909円 － 937円 28円 968円 31円 1,008円 40円 1,058円 50円

大 阪 936円 27円 964円 28円 964円 － 992円 28円 1,023円 31円 1,064円 41円 1,114円 50円

兵 庫 871円 27円 899円 28円 900円 1円 928円 28円 960円 32円 1,001円 41円 1,052円 51円

奈 良 811円 25円 837円 26円 838円 1円 866円 28円 896円 30円 936円 40円 986円 50円

和歌山 803円 26円 830円 27円 831円 1円 859円 28円 889円 30円 929円 40円 980円 51円

鳥 取 762円 24円 790円 28円 792円 2円 821円 29円 854円 33円 900円 46円 957円 57円

島 根 764円 24円 790円 26円 792円 2円 824円 32円 857円 33円 904円 47円 962円 58円

岡 山 807円 26円 833円 26円 834円 1円 862円 28円 892円 30円 932円 40円 982円 50円

広 島 844円 26円 871円 27円 871円 － 899円 28円 930円 31円 970円 40円 1,020円 50円

山 口 802円 25円 829円 27円 829円 － 857円 28円 888円 31円 928円 40円 979円 51円

徳 島 766円 26円 793円 27円 796円 3円 824円 28円 855円 31円 896円 41円 980円 84円

香 川 792円 26円 818円 26円 820円 2円 848円 28円 878円 30円 918円 40円 970円 52円

愛 媛 764円 25円 790円 26円 793円 3円 821円 28円 853円 32円 897円 44円 956円 59円

高 知 762円 25円 790円 28円 792円 2円 820円 28円 853円 33円 897円 44円 952円 55円

福 岡 814円 25円 841円 27円 842円 1円 870円 28円 900円 30円 941円 41円 992円 51円

佐 賀 762円 25円 790円 28円 792円 2円 821円 29円 853円 32円 900円 47円 956円 56円

長 崎 762円 25円 790円 28円 793円 3円 821円 28円 853円 32円 898円 45円 953円 55円

熊 本 762円 25円 790円 28円 793円 3円 821円 28円 853円 32円 898円 45円 952円 54円

大 分 762円 25円 790円 28円 792円 2円 822円 30円 854円 32円 899円 45円 954円 55円

宮 崎 762円 25円 790円 28円 793円 3円 821円 28円 853円 32円 897円 44円 952円 55円

鹿児島 761円 24円 790円 29円 793円 3円 821円 28円 853円 32円 897円 44円 953円 56円

沖 縄 762円 25円 790円 28円 792円 2円 820円 28円 853円 33円 896円 43円 952円 56円

全国加重平均額 874円 26円 874円 26円 902円 1円 930円 28円 961円 31円 1,004円 43円 1,055円 51円

 資料出所：厚生労働省　地域別最低賃金の全国一覧　　

３年度発効(引上額) ６年度発効(引上額)４年度発効(引上額)２年度発効(引上額)30年度発効(引上額) 元年度発効(引上額) ５年度発効(引上額)
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3　特定（産業別）最低賃金の改定状況

○食料品・飲料製造業関係

前年度比較

日　額 時間額 (引上げ額)

北海道 － 1,048円 R6.12.1 95人 5,030人 52円

千 葉 － 889円 H29.12.25 54人 3,560人 － 調味料製造業　※(地)1,076円

香 川 － 849円 R3.12.15 51人 2,350人 －

宮 崎 － 678円 H26.12.26 56人 2,840人 －

沖 縄 － 769円 H30.11.25 20人 590人 － 糖類製造業　※(地)952円

○電気機械器具製造業(電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業)関係

北海道 － 1,049円 R6.12.1 83人 6,880人 52円

青 森 － 968円 R6.12.21 130人 7,330人 41円

岩 手 － 975円 R7.1.22 192人 10,550人 58円

宮 城 － 1,012円 R6.12.15 341人 17,300人 53円

秋 田 － 958円 R6.12.25 122人 9,390人 28円

山 形 － 996円 R6.12.25 352人 19,220人 51円

福 島 － 880円 R4.12.30 527人 29,390人 －
茨 城 － 1,052円 R6.12.31 840人 35,860人 50円 精密機械を含む

栃 木 － 1,056円 R6.12.31 294人 15,540人 48円

群 馬 － 1,056円 R6.12.28 591人 20,040人 50円

埼 玉 － 1,105円 R6.12.1 1,354人 37,220人 50円

千 葉 － 1,105円 R6.12.25 388人 13,810人 50円

東 京 － 829円 H22.12.31 2,505人 44,100人 － 精密機械を含む   ※(地)1,163円

神奈川 － 890円 H27.3.1 1,871人 62,090人 － ※(地) 1,162円

新 潟 － 1,005円 R5.12.27 472人 17,040人 －
富 山 － 1,002円 R6.12.26 196人 11,910人 51円

石 川 － 1,008円 R6.12.31 93人 11,890人 45円

福 井 － 857円 R1.12.24 151人 11,410人 －
山 梨 － 1,047円 R6.12.27 305人 10,770人 50円

長 野 － 1,032円 R7.1.1 1,305人 56,850人 49円 精密機械を含む

岐 阜 － 965円 R5.12.21 368人 13,680人 －
静 岡 － 1,042円 R6.12.21 1,013人 46,330人 45円

愛 知 － 901円 H30.12.16 1,522人 72,710人 － ※(地) 1,077円

三 重 － 1,031円 R6.12.21 363人 32,310人 44円

滋 賀 － 1,050円 R6.12.31 363人 27,800人 47円

京 都 － 1,074円 R7.1.19 591人 30,480人 49円

大 阪 － 1,127円 R6.12.1 1,846人 30,750人 59円

兵 庫 － 1,053円 R6.12.1 774人 44,000人 51円

奈 良 － 891円 R3.12.29 62人 1,220人 －
鳥 取 － 963円 R6.12.19 184人 7,730人 57円

島 根 － 987円 R6.12.27 70人 8,150人 58円

岡 山 － 1,025円 R6.12.25 206人 10,820人 51円

広 島 － 1,045円 R6.12.31 335人 13,350人 50円

山 口 － 1,032円 R6.12.15 103人 3,020人 46円

徳 島 － 1,038円 R6.12.21 32人 10,340人 55円

香 川 － 1,030円 R6.12.15 134人 6,510人 48円

愛 媛 － 1,038円 R6.12.25 62人 4,100人 51円

高 知 － 793円 R1.12.29 6人 340人 －
福 岡 － 1,071円 R6.12.10 537人 19,450人 52円

佐 賀 － 996円 R6.12.19 77人 8,290人 53円

長 崎 － 864円 R3.12.29 75人 7,780人 －
熊 本 － 996円 R6.12.15 172人 13,950人 56円

大 分 － 996円 R6.12.25 88人 10,960人 55円

宮 崎 － 831円 R3.12.24 70人 7,030人 －

鹿児島 － 842円 R3.12.17 122人 13,580人 －

 資料出所：厚生労働省　特定（産業別）最低賃金の全国一覧　　

※「適用使用者数、適用労働者数」については、労働調査会「 最低賃金決定要覧」～令和７年度版～より、 

　実質的な適用使用者数、適用労働者数である。

注1）地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用される。 

注2）備考欄の「※(地)」で示された金額は、地域別最低賃金額が適用されるため地域別最低賃金額を表示している。 

※(地) 953円

※(地) 953円

※(地) 952円

※(地) 986円

※(地) 952円

精密機械を含む

処理牛乳・乳飲料、乳製品、糖
類製造業

部分肉・冷凍肉、肉加工品、処
理牛乳・乳飲料、乳製品製造業
※(地)952円

冷凍調理食品製造業　※(地)970円

最低賃金額
発効年月日

※適用労働
者数

※適用使用
者数 備　　考

※(地) 955円

※(地) 984円

※(地) 1,001円
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○各種商品小売業関係

前年度比較

日　額 時間額 (引上げ額)

青 森 － 956円 R6.12.21 19人 1,290人 35円

岩 手 － 767円 H28.12.11 39人 2,570人 － ※(地) 952円

茨 城 － 881円 R3.12.31 39人 4,600人 － ※(地) 1,005円

栃 木 － 874円 R2.12.31 34人 5,190人 － ※(地) 1,004円

埼 玉 － 849円 H28.12.1 132人 18,900人 － ※(地) 1,078円

千 葉 － 848円 H28.12.25 125人 19,760人 － ※(地) 1,076円

新 潟 － 932円 R5.12.30 51人 4,830人 － ※(地) 985円

長 野 － 950円 R5.12.31 57人 3,370人 － ※(地) 998円

静 岡 － 886円 R1.12.21 92人 6,280人 － ※(地) 1,034円

愛 知 － 847円 H28.12.16 166人 20,800人 － ※(地) 1,077円

滋 賀 － 840円 H30.12.29 30人 3,830人 － ※(地) 1,017円

京 都 － 938円 R4.1.26 66人 8,630人 － ※(地) 1,058円

兵 庫 － 797円 H28.2.1 123人 14,600人 － ※(地) 1,052円

鳥 取 － 902円 R5.12.15 7人 1,190人 － ※(地) 957円

岡 山 － 933円 R6.1.10 44人 2,800人 － ※(地) 982円

広 島 － 903円 R3.12.31 85人 5,410人 － ※(地) 1,020円

愛 媛 － 854円 R4.12.25 20人 2,620人 － ※(地) 956円

大 分 － 716円 H28.12.25 28人 1,590人 － ※(地) 954円

宮 崎 － 705円 H27.12.24 74人 4,720人 － ※(地) 952円

沖 縄 － 770円 H30.11.23 25人 5,190人 － ※(地) 952円

○自動車小売業関係

青 森 － 963円 R6.12.21 628人 4,910人 40円

岩 手 － 1,004円 R7.1.22 586人 5,070人 59円

宮 城 － 1,036円 R6.12.15 787人 8,450人 50円

秋 田 － 980円 R6.12.25 258人 2,820人 42円

福 島 － 1,020円 R6.12.29 1,180人 8,800人 60円

埼 玉 － 1,089円 R6.12.1 2,783人 23,050人 29円

千 葉 － 922円 H30.12.25 798人 11,340人 － 新車　※(地) 1,076円

神奈川 － 842円 H23.12.21 2,528人 24,900人 － ※(地) 1,162円

新 潟 － 1,015円 R6.12.8 1,314人 8,860人 18円 自動車部品・付属品を含む

富 山 － 769円 H23.1.20 121人 2,520人 － 新車　 ※(地) 998円

愛 知 － 943円 R2.12.16 1,359人 17,470人 － 新車　 ※(地) 1,077円

愛 知 － 800円 H19.12.16 270人 2,430人 －

京 都 － 939円 R4.1.26 288人 5,300人 － 新車　 ※(地) 1,058円

大 阪 － 993円 R3.12.1 1,367人 16,880人 － ※(地) 1,114円

兵 庫 － 963円 R4.12.1 2,196人 16,020人 － ※(地) 1,052円

奈 良 － 892円 R3.12.29 517人 3,800人 － ※(地) 986円

島 根 － 1,000円 R6.12.5 200人 2,110人 40円 新車

広 島 － 1,038円 R7.2.21 1,686人 11,560人 45円

福 岡 － 1,066円 R6.12.10 648人 10,340人 38円 新車

大 分 － 991円 R6.12.25 174人 2,500人 49円 新車

宮 崎 － 927円 R5.12.20 168人 2,620人 － 新車　※(地) 952円

鹿児島 － 986円 R6.12.21 273人 2,800人 41円 新車

沖 縄 － 770円 H30.11.18 104人 2,200人 － 新車　※(地) 952円

 資料出所：厚生労働省　特定（産業別）最低賃金の全国一覧

※「適用使用者数、適用労働者数」については、労働調査会「 最低賃金決定要覧」～令和７年度版～より、実質的な適用

　使用者数、適用労働者数である。

注1）地域別最低賃金と特定最低賃金の両方が同時に適用される場合は、高い方の最低賃金額が適用される。 

注2）備考欄の「※(地)」で示された金額は、地域別最低賃金額が適用されるため地域別最低賃金額を表示している。 

自動車部品・付属品を含む※(地) 1,077円

最低賃金額 改正発効年
月日

※適用労働
者数

※適用使用
者数

備　　考

新車、自動車部品・付属品を含む
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